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工 程 管 理 
 

１ 実施工程表の提出について 

（１）実施工程表は工事の進行を確認するため、受注者が工事着手前に第１回目を、その

後は毎月初め（請負金額４，５００万円未満は２ヶ月に１回）に提出するものとす

る。 

なお、１，０００万円未満の工事の実施工程表の提出については監督員と協議

のうえ第２回目から省略することができる。 

（２）これ以外の詳しい様式にて管理するときは、その様式を提出して良い。 

 

２ 記入要領 

（１）工種は、工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載

する。） 

（２）予定工程は黒実線をもって表示する。また、変更契約の工程は下段に黒点線もしく

は赤実線をもって表示する。 

（３）工程の上段には予定数量を、下段には実績数量と出来高パーセントを（ ）書で

記入する。 

１，０００ 

（４）予定数量を変えるときは ２，０００ のように前回の予定を線引きし上に新計画を

記入する。 

（５）変更のあったときはその時点で変更数量により予定を組み替え提出する。 

 

 

 【工事出来高報告表】 

４，０００ 

（１）予定金額工程を変えるときは ３，０００ のように前回の予定を線引きし、その上

に新計画を記入する。 

（２）実施金額工程は実施工程表提出時点の出来高を記入する。 

（３）変更のあったときはその時点で変更額により予定金額工程及び実施金額工程の累

計パーセントを訂正し提出する。 

 

 








